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船舶事故調査報告書 

 

令和５年５月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（橋梁） 

発生日時 令和４年７月２０日 ２０時２６分ごろ 

発生場所 阪神港神戸第３区六甲アイランド大橋 

 神戸第７防波堤東灯台から真方位３２４°１.８海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°４２.０′ 東経１３５°１６.５′） 

事故の概要  貨物船ニューなんせいは、東進中、デリックブームが橋梁に衝突し

た。 

 ニューなんせいは、デリックブーム先端部分に塗膜剝離を伴う擦過

傷を生じ、また、六甲アイランド大橋は、西側補剛桁に擦過傷等が生

じた。 

事故調査の経過  令和４年７月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 ニューなんせい、４９９トン 

 １３６８３８、芙蓉海運株式会社（Ａ社） 

 ７４.２０ｍ×１２.３０ｍ×７.０４ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１５年１１月 

 乗組員等に関する情報 船長 ５１歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成６年９月２０日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３１年２月２７日 

  免状有効期間満了日 令和６年２月２６日 

航海士Ａ ５６歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成９年８月１９日 

  免 状 交 付 年 月 日 令和２年３月２４日 

  免状有効期間満了日 令和６年９月３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 デリックのブーム先端部分に塗膜剝離を伴う擦過傷 

橋梁 西側補剛桁に擦過傷等、検査路受け梁にラック破損等、東側補

剛桁に吊り金具損傷等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 １、視界 良好 
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海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期、潮高 約１０５cm（神戸） 

 事故の経過  本船は、船長及び航海士Ａほか３人が乗り組み、令和４年７月２０

日２０時００分ごろ、兵庫県神戸市住吉浜町の企業岸壁（以下「本件

岸壁」という。）において、菜種油約６００ｔ、大豆粕約６００ｔの

積荷役作業（以下「本件作業」という。）を行った。 

 船長は、本件作業の支障となるので立てていた船首部及び船橋前の

デリックブーム（以下それぞれ「前部デリックブーム」、「後部デリッ

クブーム」という。）のうち、後部デリックブームを下ろした後、マ

イクで出港準備を指示した。 

 航海士Ａは、本件作業終了後、上甲板の貨物倉のハッチカバーを閉

め、前部デリックブームを下ろそうと梯子を上っていたところ、船長

の出港準備の指示が聞こえたが、離岸後すぐに出港することはないと

思い、離岸した後に前部デリックブームを下ろすこととし、出港配置

である船首部に向かった。 

 本船は、２０時２３分ごろ、荷揚げ地である関門港響新港区に向け

て本件岸壁を離岸した。 

 本船は、船長が単独で操船に当たり、約７.５ノットの対地速力で

六甲アイランド大橋（以下「本件橋梁」という。）下を東進中、２０

時２６分ごろ、船長が、「ガチャン」という音を聞き、前部デリック

ブームが立っていた状態であったことに気付き、前部デリックブーム

が本件橋梁に衝突したことを知った。 

 航海士Ａは、船首甲板で航海士と共に出港準備を終えて前部デリッ

クブームを下ろそうと思っていたところ、航海士がウィンドラスに 

ロープを絡ませたので、２人で同ロープの片付け作業を行っていた

時、「ガガガ」という音を聞き、前部デリックブームが本件橋梁に衝

突したことを認めた。 

 船長は、本船が神戸市六甲アイランド東方沖に錨泊した後、本船の

損傷箇所を乗組員に調査させたところ、前部デリックブームの先端部

に擦過傷を認め、Ａ社及び海上保安庁に本事故発生の通報を行った。 

（付図１ 推定航行経路図、付図２ 本船の一般配置図、写真１ 前

部デリックブーム先端（損傷箇所）、写真２ 本件橋梁、写真３ 

本件橋梁損傷箇所１、写真４ 本件橋梁損傷箇所２、写真５ 本件

橋梁損傷箇所３、付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 

 

 船長は、約３０年の海上経験を有し、約２年半前Ａ社に入社し、デ

リックブームを有する本船に乗船した。 

 航海士Ａは、約２年半前にＡ社に入社し、本船に乗船した。 

 船長は、本件作業終了後、後部デリックブームを下ろしたので、航

海士Ａも前部デリックブームを下ろしていると思い込んで出港指示を

行い、船橋で操船していた際、前部デリックブームが前部デリックポ

ストと重なって、前部デリックブームが立っていたことに気付かな 
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かったのではないかと本事故後に思った。 

 船長は、航海士Ａの内航船の海上経験が浅かったので、離岸後すぐ

に出港することに備えて、本件作業終了後に具体的に指示を与え、前

部デリックブームの状態を確認してから出港すれば良かったと本事故

後に思った。 

 航海士Ａは、船長の出港準備の指示を聞いた際、前部デリックブー

ムが立っていた状態であるが、離岸後に前部デリックブームを下ろそ

うと思っていたので、出港配置に向かったが、マイクで前部デリック

ブームをまだ下ろしていないことを報告すれば良かったと本事故後に

思った。 

 海図Ｗ１０１Ａ（阪神港神戸）によれば、本件橋梁の高さは２８ｍ

と記載されている。また、潮高約１０５cmの場合、２８.９ｍであ

り、最高水面上３１.８ｍの高さに架橋されていた。 

 本船は、船首部及び船橋前面に上甲板上の高さ約２０ｍのデリック

ポストがあり、同甲板上の高さ約６ｍにグースネックブラケットを設

け、長さ約２２ｍのデリックブームをそれぞれ備えていた。 

 本船は、本事故当時、満載であり、喫水が船首約２.８５ｍ、船尾

約４.６５ｍで、前部デリックブームは、正船尾方に約７０°の仰角

で立てられており、前部デリックポストより約７ｍ高い位置である高

さが３２.０ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、阪神港神戸第３区を東進中、船長が、航海士Ａが前部デ 

リックブームを下ろしていると思い込み、高さ３２.０ｍの前部デ 

リックブームを立てた状態で高さ３１.８ｍの本件橋梁下を航行した

ことから、前部デリックブームの先端部が本件橋梁に衝突したものと

考えられる。 

 船長は、本件作業終了後、後部デリックブームを下ろしたことか

ら、航海士Ａも前部デリックブームを下ろしていると思い込み、出港

準備を指示したものと考えられる。 

 船長は、船橋で操船していた際、前部デリックブームが正船尾方に

約７０°の仰角で立てられていたことから、前部デリックブームと前

部デリックポストとが重なって、前部デリックブームが前部デリック

ポストより約７ｍ高く立っていたことに気付かなかった可能性がある

と考えられる。 

 航海士Ａは、前部デリックブームが立っていた状態であるが、離岸

後すぐに出港することはないと思い、離岸後に前部デリックブームを

下ろすこととしていたことから、船長の出港指示に対して、前部デ 
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リックブームをまだ下ろしていないことを報告しなかったものと考え

られる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、阪神港神戸第３区を東進中、船長が、航

海士Ａが前部デリックブームを下ろしていると思い込み、高さ   

３２.０ｍの前部デリックブームを立てた状態で高さ３１.８ｍの本件

橋梁下を航行したため、前部デリックブームの先端部が本件橋梁に衝

突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・クレーンを搭載した船舶は、やむを得ない事由のない限り、ブー

ムを下げた状態で航行すること。 

 ・船長は、橋等の下方を航行する際、潮汐等を十分考慮して船体構

造物の最上部と十分な間隔を確保すること。 

 ・船長と、乗組員は相互に積極的な意思疎通を行い、常に情報、認

識を共有すること。 
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付図１ 推定航行経路図 
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付図２ 本船の一般配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 前部デリックブーム先端（損傷箇所） 
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写真２ 本件橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阪神高速道路株式会社ホームページより 

 

写真３ 本件橋梁損傷箇所１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 本件橋梁損傷箇所２ 
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写真５ 本件橋梁損傷箇所３ 
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北 緯
（°-′-″）

東 経
（°-′-″）

20:20:04 34-42-10.4 135-16-06.5 511 201.4 0.3
20:21:04 34-42-10.6 135-16-06.8 511 201.4 0.2
20:22:06 34-42-10.7 135-16-06.5 511 201.4 0.3
20:23:05 34-42-10.3 135-16-06.9 511 146.0 1.6
20:23:35 34-42-09.2 135-16-07.8 511 156.1 3.5
20:23:56 34-42-07.9 135-16-08.3 511 158.8 4.3
20:24:05 34-42-06.9 135-16-08.8 511 155.1 4.7
20:24:35 34-42-05.0 135-16-10.7 511 137.0 5.6
20:24:55 34-42-03.7 135-16-12.5 511 125.1 6.0
20:25:05 34-42-03.2 135-16-13.5 511 122.3 6.3
20:25:35 34-42-02.0 135-16-17.3 511 101.8 6.7
20:25:55 34-42-01.6 135-16-20.0 511 095.9 7.0
20:26:35 34-42-01.5 135-16-25.8 511 089.0 7.5
20:26:55 34-42-01.1 135-16-29.1 511 093.0 7.8
20:27:04 34-42-01.2 135-16-30.5 511 089.5 7.8
20:28:04 34-42-00.4 135-16-40.3 511 094.7 8.2
20:30:04 34-41-57.8 135-17-00.5 511 098.0 8.5
20:31:04 34-41-56.5 135-17-10.8 511 099.4 8.6
20:32:04 34-41-55.0 135-17-21.4 511 099.2 8.7
20:33:04 34-41-53.7 135-17-31.8 511 191.0 8.8

時 刻
（時：分：秒）

船位※
船首方位※
（°）

対地針路※
（°）

対地速力
(kn)

付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 船位は、本船の船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナ位置であり、ＧＰＳアンテナの位置は、

本船の船首から５８ｍ、船尾から１２ｍ、左舷から５ｍ、右舷から７ｍであった。また、対地針

路は真方位であり、船首方位の「511」は利用不可であることを意味している。 


